
　秋田市如斯亭庭園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

　　令和５年12月21日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　秋田市長　穂　積　　　志　　　　　 

 

秋田市条例第46号 

 

 　　　秋田市如斯亭庭園条例の一部を改正する条例

　秋田市如斯亭庭園条例（平成29年秋田市条例第34号）の一部を次のよう

 に改正する。

 　別表中「210円」を「310円」に、「160円」を「240円」に、「520円」

 を「770円」に改める。

 

 　　　附　則

 　（施行期日）

 １　この条例は、令和６年４月１日から施行する。

　（経過措置） 

２　改正後の秋田市如斯亭庭園条例の規定は、この条例の施行の日以後の

　入園に係る同日以後に納付すべき入園料について適用し、同日前の入園

　に係る入園料および同日以後の入園に係る同日前に納付すべき入園料に

　ついては、なお従前の例による。


